
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を

加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

第
十
八
条
の
二
十
七

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
二
十
七

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
二
十
八

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
二
十
八

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
二
十
九

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
二
十
九

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
三
十

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
三
十

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四

﹇
同
上
﹈

﹇

﹈

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
十
八
条
の
三
十
五

﹇
略
﹈

第
十
八
条
の
三
十
五

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
一

﹇
略
﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
一

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
二
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
一
の
三

﹇
略
﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
一
の
三

﹇
同
上
﹈

﹇

﹈

前
項
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
内
閣
府
令
第
三
十
二
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂





第
二
十
五
条
の
二
十
二

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
設
置
者
は
、
第
二
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
、
第
二

号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号

に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の

設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
五
条
の
二
十
二

指
定
障
害
児
入
所
施
設
の
設
置
者
は
、
第
二
十
五
条
の
二
十
一
第
一
項
第
一
号
、
第
二

号
、
第
四
号
（
当
該
指
定
に
係
る
事
業
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。）、
第
五
号
、
第
六
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号

に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
変
更
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
当
該
指
定
障
害
児
入
所
施
設
の

設
置
の
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
申
請
書
又
は
書
類
（
登
記
事
項
証
明
書
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
当
該
事
項
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

﹇

略
﹈

﹇

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
六

﹇
略
﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
六

﹇
同
上
﹈

﹇

〜

略
﹈

﹇

〜

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
本
文
及
び
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
申
請
書
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
る

も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
七

﹇
略
﹈

第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
七

﹇
同
上
﹈

﹇

・

略
﹈

﹇

・

同
上
﹈

﹇

﹈

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
ど
も
家
庭
庁
長
官
が
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
二

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
災
害
そ

の
他
都
道
府
県
知
事
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
公
表
対
象
支
援
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対

象
支
援
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
報
告
（
次
条
及
び
第
三
十
六
条
の
三
十
の
五
に
お
い
て
単
に
「
報
告
」

と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
対
象
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
き
及
び
毎
会
計
年
度
終

了
後
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
二

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
は
、
災
害
そ

の
他
都
道
府
県
知
事
に
対
し
同
項
の
規
定
に
よ
る
情
報
公
表
対
象
支
援
情
報
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対

象
支
援
情
報
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
報
告
（
次
条
及
び
第
三
十
六
条
の
三
十
の
五
に
お
い
て
単
に
「
報
告
」

と
い
う
。）を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
対
象
事
業
者
（
同
項
に
規
定
す
る
対
象

事
業
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）以
外
の
も
の
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
き
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三

次
条
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
報
告
は
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
行
う
も

の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三

報
告
は
、
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇

﹈

報
告
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
四

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
情
報
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
四

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公

表
対
象
支
援
（
同
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対
象
支
援
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る

と
き
に
あ
つ
て
は
別
表
第
二
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
も
の
と
し
、
同
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き
に
あ
つ

て
は
別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
掲
げ
る
項
目
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。

一

情
報
公
表
対
象
支
援
（
法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
公
表
対
象
支
援
を
い
う
。
以
下

同
じ
。）の
提
供
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
と
き

別
表
第
二
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

二

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
一
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
き

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
に
掲
げ
る
事
項

に
関
す
る
も
の

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

三

毎
事
業
年
度
が
終
了
し
た
と
き

次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
も
の
（
次
条
に
お
い
て
「
経
営
情
報
」
と

い
う
。）

﹇
号
を
加
え
る
。﹈

イ

事
業
所
又
は
施
設
の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
基
本
情
報

ロ

事
業
所
又
は
施
設
の
収
益
及
び
費
用
の
内
容

ハ

事
業
所
又
は
施
設
の
職
員
の
職
種
別
人
員
数
そ
の
他
の
人
員
に
関
す
る
事
項

ニ

そ
の
他
必
要
な
事
項

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
三
十
六
条
の
三
十
の
五

都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
（
経
営
情
報
の
報
告
を
除
く
。）を
受
け
た
後
、
当
該
報
告

の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
法
第
三
十
三
条

の
十
八
第
三
項
の
調
査
を
行
つ
た
と
き
は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
当
該
報
告
の
内

容
を
公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五

都
道
府
県
知
事
は
、
報
告
を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す

る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
報
告
を
受
け
た
後
に
法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
三
項
の
調
査
を
行
つ

た
と
き
は
、
当
該
調
査
の
結
果
を
公
表
す
る
こ
と
を
も
つ
て
、
当
該
報
告
の
内
容
を
公
表
し
た
も
の
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

﹇

﹈

都
道
府
県
知
事
は
、
経
営
情
報
の
報
告
を
受
け
た
後
、
当
該
報
告
を
受
け
た
経
営
情
報
に
つ
い
て
調
査

及
び
分
析
を
行
い
、
当
該
調
査
及
び
分
析
の
結
果
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

﹇
項
を
加
え
る
。﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公

表
対
象
支
援
の
質
及
び
労
働
時
間
、
賃
金
そ
の
他
の
情
報
公
表
対
象
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
情
報

（
情
報
公
表
対
象
支
援
情
報
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

法
第
三
十
三
条
の
十
八
第
八
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
情
報
は
、
情
報
公

表
対
象
支
援
の
質
及
び
情
報
公
表
対
象
支
援
に
従
事
す
る
従
業
者
に
関
す
る
情
報
（
情
報
公
表
対
象
支
援
情
報

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）と
し
て
都
道
府
県
知
事
が
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市

（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。）が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
二

令
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る

場
合
及
び
令
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市

（
以
下
「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。）が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄

の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
十
八
条
の
二
十
七
第
六
項

第
十
八
条
の
二
十
七
第
六
項

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
四
の
二
第
一

項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

談
所
設
置
市
の
長

第
十
八
条
の
三
十
四
の
二
第
一

項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

談
所
設
置
市
の
長

第
十
八
条
の
三
十
四
の
三

第
十
八
条
の
三
十
四
の
三

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
第
一

項

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四

第
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
号

第
十
八
条
の
三
十
五
の
七

第
十
八
条
の
三
十
五
の
七

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
三
十
六
条
の
三
十
の
二

第
三
十
六
条
の
三
十
の
二

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五
第
一

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

第
三
十
六
条
の
三
十
の
七
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
七
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
一
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
一
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
二
第

二
項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

談
所
設
置
市
の
長

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
二
第

二
項

都
道
府
県
知
事

指
定
都
市
の
市
長
及
び
児
童
相

談
所
設
置
市
の
長

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四
第

二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四
第

二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
八

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
八

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
九

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
九

第
三
十
六
条
の
三
十
三
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
三
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二

第
三
十
六
条
の
四
十

第
三
十
六
条
の
四
十

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
五
十
条
の
三

令
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
の
三

令
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
核
市
が
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
の
命
令
の
規
定
中
の
字
句
で
、
同
表
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

第
十
八
条
の
二
十
七
第
六
項

第
十
八
条
の
二
十
七
第
六
項

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
八

第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

第
十
八
条
の
二
十
九
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

第
十
八
条
の
二
十
九
の
二

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
二
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
四
の
二
第
一

項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
十
八
条
の
三
十
四
の
二
第
一

項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
十
八
条
の
三
十
四
の
三

第
十
八
条
の
三
十
四
の
三

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
第
一

項

第
十
八
条
の
三
十
四
の
四

第
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
五
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
四
項

第
十
八
条
の
三
十
五
の
七

第
十
八
条
の
三
十
五
の
七

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



第
三
十
六
条
の
三
十
の
三
第
二

項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
六
条
の
三
十
の
三

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
第
一

号

情
報
公
表
対
象
支
援
を

情
報
公
表
対
象
支
援
（
指
定
入

所
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
入
所

支
援
を
い
う
。）を
除
く
。）を

第
三
十
六
条
の
三
十
の
四

情
報
公
表
対
象
支
援
を

情
報
公
表
対
象
支
援
（
指
定
入

所
支
援
（
法
第
二
十
四
条
の
二

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
入
所

支
援
を
い
う
。）を
除
く
。）を

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五
第
一

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
五

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

第
三
十
六
条
の
三
十
の
六

第
三
十
六
条
の
三
十
の
七
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
の
七
第
二

項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
二
第

二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
二
第

二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四
第

二
項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
四
第

二
項

都
道
府
県
知
事

中
核
市
の
市
長

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
八

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
八

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
九

第
三
十
六
条
の
三
十
二
の
九

第
三
十
六
条
の
三
十
三
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
三
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
五
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
八
第
二
項

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二

第
三
十
六
条
の
三
十
九
の
二

﹇
略
﹈

﹇
同
上
﹈

別
表
第
二
（
第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
第
一
号
及
び
第
二
号
関
係
）

別
表
第
二
（
第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
関
係
）

﹇
一
〜
六

同
上
﹈

別
表
第
三
（
第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
第
二
号
関
係
）

別
表
第
三
（
第
三
十
六
条
の
三
十
の
四
関
係
）

﹇
第
一
〜
第
三

略
﹈

﹇
第
一
〜
第
三

同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

﹇
一
〜
六

略
﹈

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
府
令
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
二
十
七
か
ら
第
十
八
条
の
三
十
ま
で
、
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
、
第
十
八
条
の
三
十
五
、
第
二
十
五
条
の
二
十
一
、
第
二
十
五
条
の
二
十
一
の
三
、
第
二

十
五
条
の
二
十
二
、
第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
六
及
び
第
二
十
五
条
の
二
十
六
の
七
の
改
正
規
定
、
第
五
十
条
の
二
の
表
の
改
正
規
定（「
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）並

び
に
第
五
十
条
の
三
の
表
の
改
正
規
定（「
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
」
を
「
第
十
八
条
の
三
十
四
の
四
第
一
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。）並
び
に
附
則
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
前
に
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
、
同
日
以
後
に
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。）に
受
理
さ
れ
た
申
請
又
は
届
出
に
つ
い
て
は
、
こ
の

府
令
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
申
請
又
は
届
出
と
み
な
す
。

３

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
三
十
六
条
の
三
十
の
三
第
一
項
中
「
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
」
と
あ
る
の
は
、「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。




